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1 はじめに

調 整 中 
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2 公共施設等の現状及び将来の⾒通し 

2-1 本市の概要  

（１）本市の市街化の動向 

本市は、大阪市や阪神臨海地域からほぼ 20 キロメートル圏内に位置し、大阪都心部への交通利
便性の高さなどから、高度経済成長期において、いわゆる大都市郊外都市の典型として発展してき

ました。本市の都市化は、昭和 30 年代中頃から始まり、当初は市域南部において住宅地開発が進
みました。その後、大手民間ディベロッパーにより、中部や北部の丘陵地を中心にニュータウンの

開発が行われました。 
こうした中、開発に伴う公共施設の整備は市の財政に大きな負担となりました。そこで、昭和 42 

年、全国に先駆けて「川西市住宅地造成事業に関する指導要綱」を施行、一定規模以上の団地開発

においては、開発業者に公共施設の整備等を求める方式をとることとなりました。 
大規模ニュータウンの人口は、現在では全人

口の約 4 割を占めるに至っています。一方で、
多田グリーンハイツや大和団地など、初期のニ

ュータウン開発地域では急速な高齢化や施設の

老朽化が進んでおり、持続可能な住宅地に向け

た再生の取り組みが急務となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

※【人口集中地区（ＤＩＤ地区）】 

人口密度約 4,000 人/平方キロメートル以

上の国勢調査地区がいくつか隣接し、あわ

せて人口 5,000人以上を有する地区。 
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（２）本市のまちづくりの方向性 ～土地利用の方針（都市計画マスタープラン）～ 

本市の市域は市街地と豊かな自然を残す里山環境が共存し、地域の魅力の一つにもなっています。

こうした中、無秩序な市街地拡大を抑制し、計画的な市街化と良好な住環境の保全を進めていくた

め、本市では、平成 9 年に都市計画マスタープラン（※1）を策定し、都市構造のあり方や、土地
利用の方向性を示しています。 
都市計画マスタープランに盛り込まれている「土地利用の方針」では、本市の市街化区域（※2）

の今後のあり方として、以下のような方向性を掲げています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■本市の市街化区域のあり方 （川西市都市計画マスタープランＰ.36 「市街化区域の土地利用方針」より抜粋） 

本格的な高齢社会における生活利便性の確保、都市基盤の維持管理の効率性確保、低炭素社会実現に向けた温室効果

ガス削減、身近な地域での多様な都市機能の充実等、新たな観点から、持続可能な集約型の都市構造への転換をめざ

します。市街地の区域は現行の市街化区域を基本として、原則として新たな市街地の拡大を抑制し、無秩序な市街化

を防止し、良好な市街地環境を維持します。 

  

※1 【都市計画マスタープラン】 

都市計画法第 18 条の２の規定に

基づく「市町村の都市計画に関する

基本的な方針」として定める法定計

画。平成９年に策定し、平成２５年

に見直しを行っている。 

※2 【市街化区域】 

都市計画で定めるすでに市街地を

形成している区域や概ね 10 年以

内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域。 
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（３）本市のまちづくりの方向性 ～地域分権の推進（地域別構想）～ 

基本構想を実現するためには、これまで行政が主導して担ってきた地域の課題に対し、地域住民

自らがその解決にあたることができる具体的な仕組みが必要となることから、一定の権限や財源を

地域へ移譲する「地域分権制度」の構築を進め、市民と行政が適切な役割分担のもとで、地域の特

性や多様性を尊重したまちづくりを進めます。地域別構想は、その実現に向け、地域のまちづくり

の方向を示すものです。 
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2-2 本市における公共施設等の現状  

（１）公共施設 

本市の公共施設の内訳を見ると、学校教育系施設が 45.3％と半分近くを占めています。これに次
いで、公営住宅が 17.8％、行政系施設や市民文化系施設が共に 8％台の比率となっています。 
また、建築年別、施設区分別の延床面積の推移を見ると、1970 年から 1976 年と、1983 年及び

1991年に建築面積が多くなっていることがわかります。主な要因としては、1970年代に大規模団
地の開発による学校施設等の建築があげられ、1983年には市立川西病院、1991年では、現本庁舎
が建築されたことなどが要因としてあげられます。 

 

 
 

 
  

※行政系施設の内、公民館に併設されている行政センターについては、市民文化施設としてカウントしています。

施設区分 施設数 延床面積
（㎡）

構成比
（％）

⾏政系施設 37 30,648.52 8.2 
学校教育系施設 25 170,317.28 45.3 
社会教育系施設 7 7,117.45 1.9 
市⺠⽂化系施設 62 31,282.15 8.3 
保健・福祉施設 17 16,585.86 4.4 
子育て支援施設 23 11,482.28 3.1 
スポーツ・レクリエーション系施設 18 11,588.14 3.1 
公営住宅 19 66,857.94 17.8 
公園施設 3 116.42 0.0 
供給処理施設 3 8,941.99 2.4 
市⽴川⻄病院（病院本館） 1 14,540.10 3.9 
その他施設 18 6,499.86 1.7 
合 計 233 375,977.99 100.0 

8.2 

45.3 

1.9 
8.3 

4.4 
3.1 

3.1 

17.8 

2.4 
3.9 

1.7 
行政系施設

学校教育系施設

社会教育系施設

市民文化系施設

保健・福祉施設

子育て支援施設

ｽﾎﾟｰﾂ・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

公営住宅

供給処理施設

公園施設

市立川西病院
（病院本館）

その他施設

■公共施設の分類・内訳
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（２）インフラ・公営企業施設 

本市のインフラ施設としては、道路、橋梁、上水道、下水道があり、上水道及び下水道について

は利用料金を徴収する形で、公営企業としての運営が行われています。また、市立川西病院につい

ても同様に公営企業施設となっています。 
インフラ施設の多くは、本市における市街地拡大と連動する形で、1970年代から急速に整備が進

み、建設後 40年～50年が経過する中で老朽化が進んでいます。また、市立川西病院は、1983年に
現地に移転・整備して以来、地域の中核的な病院としての役割を果たしてきた一方で、病院建物は

30年以上が経過し、施設設備の老朽化とともに病院機能としての低下が課題となっています。 
 
 

 
 

 
  

【出典】道路管理課

種別 実延長（ｍ） 面積（㎡）

1級幹線市道 40,437 339,271

2級幹線市道 35,365 337,426

その他の市道 413,248 2,670,506

歩行者道 6,734 31,588

市道計 495,784 3,378,791

国道 17,296 -

一般県道 35,283 -

※１級幹線市道：国道、県道を連絡する道路など

※２級幹線市道：１級幹線市道を補完し、基幹道路網を形成する道路

■道路の種別延長
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【出典】上下水道局資料

■下水道・汚水管渠の建設延長の推移

■下水道・雨水管渠の建設延長の推移

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1966 (S41)
1967 (S42)
1968 (S43)
1969 (S44)
1970 (S45)
1971 (S46)
1972 (S47)
1973 (S48)
1974 (S49)
1975 (S50)
1976 (S51)
1977 (S52)
1978 (S53)
1979 (S54)
1980 (S55)
1981 (S56)
1982 (S57)
1983 (S58)
1984 (S59)
1985 (S60)
1986 (S61)
1987 (S62)
1988 (S63)
1989 (H

1)
1990 (H

2)
1991 (H

3)
1992 (H

4)
1993 (H

5)
1994 (H

6)
1995 (H

7)
1996 (H

8)
1997 (H

9)
1998 (H

10)
1999 (H

11)
2000 (H

12)
2001 (H

13)
2002 (H

14)
2003 (H

15)
2004 (H

16)
2005 (H

17)
2006 (H

18)
2007 (H

19)
2008 (H

20)
2009 (H

21)
2010 (H

22)
2011 (H

23)
2012 (H

24)
2013 (H

25)
2014 (H

26)

（ｍ）
その他 塩ビ管

コンクリート管 延長累計
【汚水管渠】 （ｍ）

※竣工年度不明分は除く

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

1966 (S41)
1967 (S42)
1968 (S43)
1969 (S44)
1970 (S45)
1971 (S46)
1972 (S47)
1973 (S48)
1974 (S49)
1975 (S50)
1976 (S51)
1977 (S52)
1978 (S53)
1979 (S54)
1980 (S55)
1981 (S56)
1982 (S57)
1983 (S58)
1984 (S59)
1985 (S60)
1986 (S61)
1987 (S62)
1988 (S63)
1989 (H

1)
1990 (H

2)
1991 (H

3)
1992 (H

4)
1993 (H

5)
1994 (H

6)
1995 (H

7)
1996 (H

8)
1997 (H

9)
1998 (H

10)
1999 (H

11)
2000 (H

12)
2001 (H

13)
2002 (H

14)
2003 (H

15)
2004 (H

16)
2005 (H

17)
2006 (H

18)
2007 (H

19)
2008 (H

20)
2009 (H

21)
2010 (H

22)
2011 (H

23)
2012 (H

24)
2013 (H

25)
2014 (H

26)

（ｍ）

その他 塩ビ管 コンクリート管 延長累計【雨水管
（ｍ）※竣工年度不明分は除く



8 

2-3 市⺠意識調査から⾒た公共施設の利⽤実態等  

（１）市民意識調査の実施概要 

建設から年数が経過し老朽化が進みつつある市内の公共施設について、今後の維持管理や更新（建

替え）などのあり方を検討するための基礎調査として、3,000 人の市民の方を対象としたアンケー
ト調査を実施しました。 
 

調 査 対 象 市内に居住する16歳以上の方（住民基本台帳から無作為抽出） 

対 象 者 数 3,000人 

調 査 時 期 平成27年8月12日～8月24日 

調 査 方 法 調査票による本人記入方式（調査票は郵送による配布・回収） 

調 査 内 容 

Ⅰ 公共施設の利用状況など 

1. この２～３年間に、川西市の公共施設をどのくらい利用したか 

2. 利用した施設に対する満足度（建物・設備の面、サービスの面） 

Ⅱ 今後の公共施設のあり方について 

1. 各施設で提供されている「サービス」の今後の重要度 

2. 今後の更新（建替え）費用の負担を減らす工夫 

3. 将来、川西市がどのようなまちになってほしいと思うか 

Ⅲ 回答者の基本属性 

（性別、年齢、川西市での居住年数、居住地域、同居形態、外出時の交通手段） 

Ⅳ 今後の公共施設のあり方への意見・提案（自由記入） 

 

回 収 結 果 

○調査票有効配布数 2,994通 

○回収数      1,327通 

○回収率       44.3％ 
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（２）公共施設の利用状況 

市役所（本庁舎）、各地域の行政センター、中央図書館、公民館、文化会館・みつなかホール、保

健センター、市立川西病院については、約 3割以上の人が何らかの頻度で利用しています。 
「よく利用」と「時々利用」を合わせた割合で見ると、市役所（本庁舎）、各地域の行政センター、

小・中学校、中央図書館、公民館の各施設が 1～2割を占めています。 
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（３）公共施設の利用状況をポイント化し比較したもの 

利用状況について、利用頻度に応じてポイント化して比較すると、市役所（本庁舎）、中央図書館、

小・中学校、各地域の行政センター、公民館などが上位を占めています。 
 
 

 
【ポイント化の手順に関する補足】 

①回答数のポイント換算 

 ※よく利用人数×2点、時々利用人数×1点、まれに利用人数×0.5点 

②上記①で算出（合計）したポイントを回答数（利用していない人も含めた人数。無回答数は除く。）で割って補正。 
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市立幼稚園

知明湖キャンプ場

老人福祉センター・デイサービスセンター

共同利用施設

文化財資料館

【回答を得点化し、選択人数と掛け合せてポイント換算した後、回答

数（利用していない人も含む）で割って補正したもの】

・よく利用：２点
・時々利用：１点

・まれに利用：0.5点

（点）

平均ライン（0.16）
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（４）公共施設の利用に対する満足度 

建物・設備面の満足度について、満足度に応じてポイント化して比較すると、郷土館の満足度が

最も高くなっており、次いで市役所（本庁舎）、アステ市民プラザ、知明湖キャンプ場などが上位を

占めています。反対に満足度が低い施設としては、総合センター、市立川西病院、総合体育館・市

民体育館などとなっています。 
サービス面の満足度について、満足度に応じてポイント化して比較すると、市立保育所の満足度

が最も高くなっており、次いで市立幼稚園、郷土館、老人福祉センター・デイサービスセンターな

どが上位を占めています。反対に満足度が低い施設としては、市立川西病院、総合センターなどと

なっています。 
※満足度の回答にあたっての考え方 
建物･設備 建物の性能は十分か（劣化・破損の有無、使い勝手等）、快適に過ごせるか（館内の内装・空調・照明等） 

サービス 利用条件（開館時間、利用料金等）、サービスは十分か（サービスの幅や質、市民向けプログラムや蔵書等の充実度等） 

 

回答数

N=

93

974

246

79

39

40

31

120

514

368

39

525

407

95

79

28

218

148

369

208

364

76

0.94 

0.85 

0.85 

0.85 

0.79 

0.78 

0.74 

0.74 

0.72 

0.62 

0.59 

0.50 

0.47 

0.47 

0.37 

0.36 

0.33 

0.30 

0.23 

0.14 

0.03 

-0.01 

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

郷土館（旧平安住宅）

市役所（本庁舎）

アステ市民プラザ

知明湖キャンプ場

文化財資料館

市立幼稚園

老人福祉センター・デイサービスセンター

パレットかわにし

各地域の行政センター

文化会館・みつなかホール

市立保育所

中央図書館

公民館

コミュニティセンター

市民運動場・東久代運動公園

共同利用施設

小・中学校

市民温水プール

保健センター

総合体育館・市民体育館

市立川西病院

総合センター

（点）
建物満足度

平均ライン（0.53）

【回答を得点化し、選択人数と掛け合せてポイント換算

した後、回答数で割って補正したもの】

満足：プラス２点、やや満足：プラス１点
やや不満：マイナス１点、不満：マイナス２点

回答数

N=

35

35

82

24

71

470

109

87

224

481

368

340

32

333

892

68

191

203

141

25

68

332

1.29 

0.97 

0.89 

0.88 

0.80 

0.76 

0.74 

0.69 

0.66 

0.65 

0.62 

0.61 

0.59 

0.58 

0.57 

0.54 

0.52 

0.52 

0.48 

0.48 

0.43 

0.22 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40

市立保育所

市立幼稚園

郷土館（旧平安住宅）

老人福祉センター・デイサービスセンター

知明湖キャンプ場

各地域の行政センター

パレットかわにし

コミュニティセンター

アステ市民プラザ

中央図書館

公民館

文化会館・みつなかホール

文化財資料館

保健センター

市役所（本庁舎）

市民運動場・東久代運動公園

総合体育館・市民体育館

小・中学校

市民温水プール

共同利用施設

総合センター

市立川西病院

（点）
ｻｰﾋﾞｽ満足度

平均ライン（0.66）

【回答を得点化し、選択人数と掛け合せてポイント換算

した後、回答数で割って補正したもの】

満足：プラス２点、やや満足：プラス１点
やや不満：マイナス１点、不満：マイナス２点
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（５）各公共施設のサービスの重要度 

施設の今後の重要度について、重要度に応じてポイント化して比較すると、小・中学校、市立保

育所、市役所、市立幼稚園、市立川西病院などが上位を占めています。 
 

 
 
【ポイント化の手順に関する補足】 

①回答数のポイント換算   

※かなり重要人数×2点、やや重要人数×1点、あまり重要でない人数×マイナス 1点、重要でない人数×マイナス

2点 

②上記①で算出（合計）したポイントを回答数（分からない、無回答の数は除く）で割って補正 

 
  

回答数

N=

1107

1086

1217

1079

1187

1143

1080

1135

1092

1069

1089

841

1049

1036

963

946

939

773

916

853

790

683

1.72 

1.62 

1.59 

1.58 

1.45 

1.43 

1.33 

1.27 

0.99 

0.99 

0.96 

0.69 

0.69 

0.68 

0.56 

0.14 

0.09 

0.08 

0.06 

0.04 

-0.06 
-0.33 

-0.40 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

小・中学校

市立保育所

市役所（本庁舎）

市立幼稚園

市立川西病院

保健センター

老人福祉センター・デイサービスセンター

中央図書館

公民館

総合体育館・市民体育館

各地域の行政センター

総合センター

市民温水プール

文化会館・みつなかホール

市民運動場・東久代運動公園

文化財資料館

郷土館（旧平安住宅）

コミュニティセンター

知明湖キャンプ場

アステ市民プラザ

パレットかわにし

共同利用施設

【回答を得点化し、選択人数と掛け合せてポイント

換算した後、回答数（分からない・無回答を除く）

で割って補正したもの】

・かなり重要：プラス２点

・やや重要：プラス１点

・あまり重要ではない：マイナス１点

・重要ではない：マイナス２点

行政

学校･子育て

学校･子育て

学校･子育て

保健・福祉

保健・福祉

保健・福祉

保健・福祉

社会教育

社会教育

社会教育

市民文化

市民文化

市民文化

行政

行政

市民文化

市民文化

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ

（点）

平均ライン（0.80）
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（６）施設に対する総合的な評価 

満足度と重要度の平均ラインを基準として各施設を評価すると、保育所、市役所、幼稚園などが

満足度・重要度共に高く、共同利用施設、総合センターなどが満足度・重要度共に低い評価となっ

ています。 
パレットかわにしやアステ市民プラザなどの施設は、満足度は高いが重要度が低くなっており、

小中学校や川西病院などの施設は、重要度は高いが満足度が低くなっています。 
 

 
 
  

市役所

行政C

アステ

保育所

幼稚園

小中学校

文化財資

中央図書館

郷土館

公民館

文化会館・ホール

パレット

コミュニC

共同利用施設

保健C
川西病院

福祉・デイサービスC

総合C

体育館

プール

運動場・運動公園

知明湖

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

0.00

平均ライン

満足度(建物・ｻｰﾋﾞｽ計)

重要度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

重要度は高いが、

満足度が低い施設

満足度、重要度

ともに低い施設

満足度、重要度

ともに高い施設

満足度は高いが、

重要度が低い施設
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2-4 総⼈⼝や年代別⼈⼝についての今後の⾒通し 

（１）人口の推移と将来見通し 

市制施行時の昭和 29 年に約 3万 3千人であった本市の人口は、その後、高度経済成長による大
規模な住宅開発に伴い昭和 48年に 10万人を超え、その後も伸び続け住民基本台帳においては平成
26年度には 16万人を超える人口となっています。しかし、今後人口が減少することが予想され、
公共施設等を取り巻く環境は大きく変化することが予想されます。 

 
■本市の人口ビジョンにおける将来推計値 

国立社会保障・人口問題研究所が平成25年3月に行った人口推計 
2015年⇒2045年

の減少率 

 

－23.6％ 

目指すべき将来人口 
2015年⇒2045年

の減少率 

子育て支援等により今後も年間出生数 1,000 人を維持するとともに、移住転入支援
等により、人口移動の均衡を図る（転入・転出数が同数となり、社会動態がゼロ）

と仮定した場合 

 

－18.7％ 

  



15 

2-5 公共施設等の更新費⽤の⾒込み 

（１）公共施設の更新費用に係る試算 

公共施設の建物について、更新（建替え）を 60年、大規模改修を建設から 30年と仮定し、今後
40 年間に必要となる改修・更新費用を試算すると、費用の総額は約 1,553 億円、年間当たり 38.8
億円が見込まれます。当面の間は大規模改修費が必要となり、2030年以降は一斉に更新（建替え）
費用が増加することになります。 

 
 

（２）インフラ施設の更新費用に係る試算 

インフラ施設について、施設種類に応じた更新周期を設定し、今後 40 年間に必要となる改修・
更新費用を試算すると、費用の総額は道路・橋梁の合計で 526億円、上水道・下水道の合計で 1,010
億円が見込まれます。当面は老朽化した上下水道管路の更新対応が必要となります。また、長期的

には橋梁の架け替えも課題となってきます。 

 
  

※耐用年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、延床面積等の数量に施設種別に応じた更新単価を乗じることにより、更新費用を試算。

※更新（建替え）の周期を６０年とし、中間（３０年）に大規模改修を１回行う条件での試算。

※施設建替え等の方向性が決定している施設（例：市立川西病院、市民体育館、文化会館・中央公民館・生涯学習センター等）については、建替え時期を
実態に合わせた形に補正。

※試算においては、一般公開されているソフト（一般財団法人地域総合整備財団の公共施設更新費用試算ソフト）を活用。
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億円
建替え 築31年以上50年未満の公共施設の大規模改修 大規模改修公共施設計 年間当り費用：３８.８億円

※建替えは3か年、大規模改修は2か年に分けて実施

※各施設の更新周期は以下の通り設定し、公共施設と同じのソフトを用いて試算。 道路（舗装）：15年、上水道管路：40年、下水道管路：50年

※橋梁については「道路橋長寿命化修繕計画」の費用推計値（対処療法型のケース）を利用。
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下水道

上水道

橋梁

道路

2015～2054の40年間の更新費用
【道路・橋梁】 計526億円 （13億円/年）
【上下水道】 計1,010億円 （25億円/年）
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（３）投資的経費の水準と更新費用の比較 

本市の投資的経費の水準を過去 10年間（2005~2014年度）で見ると、年度当たりの平均で約 40.8
億円となっています。これに対し、先に試算した公共施設と道路・橋梁に係る更新等費用を合わせ

ると年間約 52 億円（公共施設分が 38.8 億円、道路・橋梁分が 13.2 億円）となっており、投資的
経費の水準を上回ることが分かります。 

 

 
 

○更新費用の算出対象について 

上水道及び下水道については、利用料金を前提とした公営企業会計による運営が行われていることから、対象外

とする。市立川西病院は公営企業施設の一つであるが、一般財源からの繰出しが多く見込まれるため、対象に含

める。 
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公共施設建替え 築31年以上50年未満の公共施設の大規模改修 公共施設大規模改修 インフラ更新等（橋梁） インフラ更新等（道路）

公共施設＋道路・橋梁

年間当り費用：５２億円

（公共施設38.8億 道路・橋梁13.2億）

過去10年の投資的経費水準：４０.８億円/年
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3 計画の基本方針に向けた考え方 

3-1 現状や更新費⽤の⾒込等を踏まえた課題 

これまでに整理した内容を踏まえて課題を整理し、課題に基づく基本的な方向性を導き出します。

なお、課題整理の中で用いている一部の用語については、以下のような定義として扱います。 
 
【用語の定義】 

※「公共施設」と「公共施設等」について 

・「公共施設」とは、学校や庁舎、図書館など、いわゆる「施設（ハコモノ）」として存在しているものが該当する。 

・「公共施設等」とは、上記の公共施設に加えて、道路や橋りょうなど、いわゆる「インフラ」も含めたものを総

称して表現している。 
 

※公共施設の「機能」について 

・公共施設にはそれぞれの「機能」が備わっている。例えば、公民館や図書館、文化ホールなどであれば、「会議」

や「交流」「読書」「文化活動」などを行うために「利用できる場」を提供することが主な機能である。また、学

校や幼稚園・保育所、福祉施設、病院などであれば「教育」「保育」「介護・福祉」「医療」などの「サービスを

提供する場」が主な機能となる。 
 
※「市民等」について 

・「市民等」とは、市民、市民公益活動団体、事業者を意味している。また、「市民公益活動団体」とは自治会、コ

ミュニティ、ボランティア、NPO等を意味している。 
 
※「参画と協働」について 

・「参画」とは、市民、市民公益活動団体及び事業者が市の政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的にかかわ

って意見や提言を行うことを意味している。 

・「協働」とは、地域の課題解決に向けて、市民、市民公益活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割に基づき、

互いの立場を尊重し、相互に補完し合うことを意味している。 

 
（１）公共施設の機能について 

①現在の公共施設は、その時々の必要性に応じて建設されてきたものである。本市では高度成長期

の急速な市街化を経て、一度に高齢化と施設の老朽化が進行していることから、今後の公共施設

に求められる市民ニーズを見据えて、機能の見直しを図っていく必要がある。 

②例えば、市民意識調査の結果において、「サービスに対する重要度が高いにも関わらず、利用者

の満足度が低い施設」（P.13の４象限左上の領域）、「利用者の満足度が高い一方で、サービスの

重要度が低い施設」（P.13の４象限右下の領域）については改善していく必要がある。また、「重

要度・満足度がいずれも低い施設」（P.13の４象限左下の領域）については、廃止も含め抜本的

に見直していく必要がある。 

③今後の公共施設のあり方としては、人口減少を見据え、 施設を維持していくという従来の考え

方に捉われず、選択と集中により機能を見直しつつ、市民サービスの質の向上を図っていく必要

がある。 
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（２）公共施設等の更新と維持管理について 

【施設の総量について】 
①公共施設については、学校施設の面積が大きな割合を占めており、その建替え時期に連動して施

設更新費用が増大する見込みとなっている。今後の人口減少の局面においては、教育環境や通学

条件等を総合的に考慮しつつ、サービス水準の維持を前提とした上で、更新すべき量を精査して

いく必要がある。一方、学校施設については、これまで耐震化・大規模改修等の取組を進めてお

り、中長期的な活用が期待できるとともに、地域にとっての拠点・シンボルであるため、利活用

の方向性を定めていく必要がある。 
②また、学校以外の公共施設については、人口動向や市民の利用状況、老朽化の状況等を踏まえた

上でサービス水準は可能な限り維持しつつ、施設の総量縮減を視野に検討を進めていく必要があ

る。 
③本市の投資的経費の水準に対し、中長期的には様々な公共施設等の更新などにより、その水準を

上回る規模の財政支出が見込まれる。これに対し、今後の人口動向や財政状況等を勘案しながら、

更新すべき対象施設の取捨選択を行う必要がある。 
④但し、インフラ施設については、市民生活や経済活動を支え、都市の骨格となる重要な基盤であ

り、容易に量を減らせるものではないことから、総量については現状を維持していく方向が妥当

であると考えられる。一方で、維持管理面での効率化など、財政負担の軽減に向けた取組を検討

していく必要がある。 

【施設の維持管理と更新手法について】 
⑤財政負担軽減の観点から、施設を長期間適正に維持管理し、更新負担を抑えていく必要がある。

また、長期間の使用を想定したインフラ施設や一部の公共施設については、費用（ライフサイク

ルコスト）と延命効果を見極めた上で、長寿命化に向けた取組を進めていく必要がある。 
⑥また、公共施設を更新する場合は、将来的な利用ニーズ等の変化に対応できるよう施設のハード

構造（スケルトン）と中身（インフィル）を切り分けて考え、長期間において柔軟に施設が活用

できるような建替え方策を検討する必要がある。 
 
（３）市民サービスの提供における民間活用について 

①市民サービスの提供においては、民間の施設やノウハウ等を有効活用することで、より充実した

サービスの提供が低廉なコストで実現できる可能性がある。今後は、市による施設保有や直接的

なサービス提供に捉われず、民間の施設やノウハウ等を有効に活用しながら、公共施設における

ストックの最適化とサービス向上の両立を目指していく必要がある。 
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（４）市民等の参画について 

①公共施設等総合管理計画に基づく具体的な取組推進に当たっては、本市が推進している「参画と

協働のまちづくり」の考え方を踏まえ、そのさらなる浸透を図りつつ、例えば学校の統廃合後に

おける廃校舎の利活用については、地域住民等との丁寧な対話のもと検討を進めていく必要があ

る。 
②市民等や市は、まちづくりにおける課題を抽出し、市は様々なまちづくりの主体と課題解決方策

をともに検討していく必要がある。 
③公共施設は市民共有の財産であるとともに、その施設が立地する地域のまちづくりの観点からも

重要な役割を担っている。公共施設の利活用に当たっては、地域課題の解決に資するよう、公共

施設のあり方について地域住民等と丁寧な議論を行い、地域にとって意義のある利活用の方向性

を検討していく必要がある。 
④なお、議論のプロセスにおいては、市から施設情報を提供するとともに、地域の実情に応じて市

から適切な支援を行い、議論が円滑に進むよう配慮していく必要がある。 

 
 

3-2 基本的な方向性  

上記で整理した課題を踏まえ、公共施設等総合管理計画に向けた基本的な方向性として、以下の

３つの柱を想定します。 
 

 
 
 

  

１ 参画と協働を踏まえた取組の推進
 市⺠等との丁寧な対話
 多様な主体によるサービスの提供

２ 公共施設の機能の最適化

３ 将来を⾒据えた施設整備と維持管理
 施設の総量縮減
 柔軟な建築手法
 適正な維持管理

◆基本的な方向性（３つの柱）
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3-3 公共施設等の管理に関する基本⽅針 

基本的な方向性として示した３つの柱に基づき、公共施設等総合管理計画の基本方針として盛り

込むべき内容を以下に示します。 
 
 

１ 参画と協働を踏まえた取組の推進 

計画に盛り

込むべき内

容 

（１）市⺠等との丁寧な対話 

①公共施設の更新（建替え）や統合・廃止など、具体的な取組推進に当たっては、市

は市民等との対話のために必要となる公共施設の情報を提供する。 
②市が推進している「参画と協働のまちづくり」の考え方を踏まえ、そのさらなる浸

透を図りつつ、地域住民等との丁寧な対話のもと検討を進める。 
③市民等と市は、まちづくりにおける課題を抽出し、市は様々なまちづくりの主体と

課題解決方策をともに検討し、地域にとって意義のある利活用の方向性を検討して

いく。 
④議論のプロセスにおいては、地域の実情に応じて市から適切な支援を行い、議論が

円滑に進むよう配慮していく。 
 

（２）多様な主体によるサービスの提供 

①現在、市が提供している市民サービスについては、地域の実情に応じて、民間事業

者やＮＰＯ、地域住民等を含めた多様な主体によるサービス提供のあり方を検討す

る。 
②今後は、市が公共施設として保有することに捉われず、類似する機能を持つ民間施

設がある場合には有効に活用し、公共施設におけるストックの最適化に向けた検討

を進める。 
③利用が一部の市民に限られている公共施設については、利用拡大に向けたＰＲを行

うとともに、幅広い層の集客や利用促進に向けた施設利用・運営方法等の工夫につ

いて、民間ノウハウの活用を検討する。 
④ＰＰＰ・ＰＦＩなど民間活力の導入を図り、施設の整備や運営、維持管理に民間資

金・ノウハウを取り入れ、効率的・効果的な市民サービスの提供とライフサイクル

コストの縮減を図る。 
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２ 公共施設の機能の最適化 

対象 公共施設 

計画に盛り

込むべき内

容 

①目的別に施設を持つといった考え方に捉われず、選択と集中により最適な機能を組

み合わせ、施設の複合化や多機能化等により利用者の利便性向上を図るとともに、

新たな交流や賑わいを創出する。 

②市民にとって、重要度が高いにも関わらず満足度の低い施設については、市民ニー

ズを踏まえて施設のハード面とソフト面の両面を見直し、市民満足度の向上を目指

す。 

③学校施設については、これまで耐震化・大規模改修等の取組を進めており、中長期

的な活用が期待できるとともに、地域にとっての拠点・シンボルであるため、遊休

化部分の利活用について地域住民等と丁寧な対話を行いながら、地域課題の解決に

資する最適な機能配置に向けた検討を進める。 
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３ 将来を⾒据えた施設整備と維持管理 

対象 公共施設、インフラ施設 

計画に盛り

込むべき内

容 

（１）施設の総量縮減 

①公共施設については、人口動向や財政状況等を踏まえ、サービス水準は可能な限り

維持しつつ、総量縮減を視野に入れながら、原則として既存施設の一律的な更新や

単一機能の施設整備は抑制する。 
②公共施設の更新（建替え）や統合・廃止を行う場合は、利用状況や老朽化の状況な

どの客観的な指標をはじめ、市としての政策的必要性などを考慮しながら、対象施

設の取捨選択を行う。 
③学校施設については、今後の児童・生徒数の減少に応じて、学校規模の適正化や校

区の統廃合に関する検討を進める。 
④インフラ施設については、市民生活や経済活動を支え、都市の骨格となる重要な基

盤であることから総量を維持していく。 
 

（２）柔軟な建築手法 

①公共施設の更新（建替え）を行う場合は、スケルトン方式※を採用するなど、長期

的なニーズの変化に対応でき、容易に機能の転換が図れるような建築手法を検討す

る。 

※スケルトン方式とは、建物の柱や骨組みで構造を支え、仕切り壁などは簡易なものにすることに

より、必要に応じて部屋の大きさや形を変更できる方式。この方式を採用することにより、少子

化の進行により生まれる学校などの核となる施設のスペースを地域の実情や要望に合わせ、生涯

学習や高齢者福祉、子育て支援などの機能に変更していくことが可能となる。 

 

（３）適正な維持管理 

①施設の劣化状況や不具合を把握するなど適正な維持管理を行うとともに、大規模改

修や耐震化を実施することで、市民が安全・安心に利用できる状態を目指す。 
②施設の種類や用途、部材の重要度等に基づき、予防保全・事後保全等を適切に組み

合わせた維持管理を行い、施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図る。 
③インフラ施設については、個別に策定している長寿命化計画等に基づきながら、適

正な維持管理を行う。 
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4 計画期間と計画推進に向けた考え方 

4-1 計画期間の考え方について 

「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（平成 26 年４月 22 日 総務省）」では、計
画の策定にあたっては、将来の人口や財政見通しをもとに長期的な視点に基づき、少なくとも 10
年以上の計画期間とすることが望ましいとされています。 
公共施設等総合管理計画の期間は、将来更新費用の推計期間との整合を図る観点から、平成 28

年度（2016 年度）を起点とした 40 年間に設定し、2030 年代の学校の更新ピークと、市庁舎（本
庁舎）の想定更新時期（2050 年代初頭）を過ぎた、平成 67 年度（2055 年度）までとすることが
妥当であると考えられます。 
但し、計画に基づく施策の進捗度合や市の政策等の動向によって、公共施設等を取り巻く環境は

変化しうることから、必要に応じて計画内容の見直しを行うことが望ましいと考えられます。 
 
 

4-2 数値目標の検討について 

公共施設の延床面積については、以下に示す考え方により、計画期間内における数値目標を検討

し、計画に記載することが望ましいと考えられます。 
なお、投資的経費の水準や、公共施設の延床面積は年数を経るごとに変動しうることから、定期

的に見直しを行うことで、財政状況と将来支出のバランスについて検証することが考えられます。 
 

（数値目標の検討方法） 
 
 以下の手順で算出される値を「公共施設の延床面積の削減目標値」として設定する。 
 
・今後見込まれる公共施設とインフラ施設（道路及び橋梁）の更新、大規模改修に要する費用を推

計する。（推計期間については向こう 40年間を想定） 
・なお、上水道及び下水道については、利用料金を前提とした公営企業会計による運営が行われて

いることを前提に、上記推計の対象外とする。一方で、市立川西病院は公営企業施設の一つであ

るが、建替え等においては一般財源から相当の繰出しが見込まれるため、上記推計費用に含める。 
・過去 10年程度の投資的経費の動向から、標準的な水準を設定する。なお、投資的経費を大きく
変動させる特殊要因があった場合には適宜補正を行う。 
・年間当たり更新等費用に対する投資的経費を上回る金額の比率を、「公共施設の延床面積の削減

目標値」として設定する。 
 

投資的経費を上回る金額（年間当たり更新等費用 － 投資的経費の標準水準）

年間当たり更新等費用
× 100 
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4-3 市⺠等の参画による議論のプロセスについて 

今後、公共施設の更新や統合・廃止など、公共施設等総合管理計画を実行していく上では、市は

まちづくりの多様な主体との丁寧な対話のもと理解を深めていく必要があり、検討や調整を進める

に当たっては議論のプロセスが重要となる。 

特に地域と密接な関係にある公共施設については、以下の手順を踏まえることが重要であると考

えられる。 

 

①市民等との情報共有 
・市は市民等との対話のために必要となる公共施設の情報を公開し、市民等と市が情報共有できる

環境を整える。 
 
②対象施設の抽出 
・将来の財政状況や人口減少等を踏まえた市からの提案や市民等からの発意によって、市は検討対

象となる公共施設を抽出する。 
 
③将来像を見据えた地域課題の再確認 
・市は、地域住民をはじめ、地域関係者や施設利用者、民間事業者等の参画のもと、「地域別構想」

や「地域別計画」の内容に沿い、地域の課題・将来像の再確認を行う。 
・その際、市はアンケートやワークショップなど、検討の段階に応じた適切な参画手法を取り入れ

る。 
 
④公共施設のあり方を検討 
・市は③を踏まえて、地域住民などまちづくりの多様な主体と対話を行いながら、対象施設の活用

方策等を検討する。 
 
⑤実現に向けた合意形成 
・市は対話により整理された方向性について、説明会や出前講座などにより市民等との共有を図る。 
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4-4 全庁的な取組体制の構築等について 

計画を推進していく上での庁内体制としては、一元的にマネジメントする組織体制を想定します。

また、定期的な情報共有・進捗確認の場として、庁内会議等を適宜開催し、計画に基づく取組の進

捗状況について確認するなど、財政部局や施設管理部局と連携を図りながら進行管理していくこと

が重要であると考えられます。 
 
 

4-5 フォローアップの実施方針について 

計画期間は長期を想定していますが、社会情勢や庁内での政策動向の変化を考慮し、市総合計画

の改訂時期を目安として見直しを行うことが望ましいと考えられます。 
また、今回実施した市民意識調査は今後も適宜実施し、施設管理者が別途実施しているアンケー

トとともに公共施設に対する市民の評価を定期的に得ることで、市民サービスの改善や施設のあり

方検討に活用することが有効であると考えられます。 
 

 


